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関係法令抜粋 

 

○消防法（昭和 23年法律第 186号） 

 

第四条  消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料

の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員（消防本部を置かない市町村において

は、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、

以下同じ。）にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に

立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある

者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生

のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはなら

ない。  

２～４ （略） 

 

第五条  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、

火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認め

る場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があ

ると認める場合には、権原を有する関係者（特に緊急の必要があると認める場合においては、

関係者及び工事の請負人又は現場管理者）に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工

事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物

その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、

その後事情の変更していないものについては、この限りでない。  

２  第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。  

３  消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その

他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。  

４  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場

所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物

又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、

又は妨げてはならない。  

 

第五条の二  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況につい

て次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用

の禁止、停止又は制限を命ずることができる。  

一  前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項、第八条の

二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜら

れたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履

行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込

参考資料２ 



2 
 

みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防

の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場

合  

二  前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項、第八条の

二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火

災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合におけ

る人命の危険を除去することができないと認める場合  

２  （略） 

 

第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定める大

規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定める二以

上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する

防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有す

る者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画

に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活

動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必

要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行な

わせなければならない。  

２～５ （略） 

 

第八条の二の二  第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令

で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防

火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有

するもの（次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「防火対象物点検資格者」とい

う。）に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用

水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項（次項、次条

第一項及び第三十六条第三項において「点検対象事項」という。）がこの法律又はこの法律に

基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準（次項、次条第一項及び第三十六条

第三項において「点検基準」という。）に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長

又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び

報告の対象となる事項については、この限りでない。  

２  前項の規定による点検（その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当

該防火対象物全体（次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。）についての前項の

規定による点検）の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合して

いると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総

務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。  

３～５ （略） 
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第十七条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火

対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供す

る設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）について消火、

避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の

基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。  

２～３ （略） 

 

第十七条の三の三  第十七条第一項の防火対象物（政令で定めるものを除く。）の関係者は、

当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等（第八条の二の二第一項の

防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能）について、総務省令

で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備

士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のも

のにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。  

 

第十七条の四  消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備

等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対

象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこ

と、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。  

２  消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による

認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されて

いないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設

置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきこと

を命ずることができる。  

３  （略）  

 

第三十九条の三の二  第五条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又

は二百万円以下の罰金に処する。  

２  前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

 

第四十四条  次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。  

一  （略）  

二  第四条第一項、第十六条の三の二第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）、

第十六条の五第一項若しくは第三十四条第一項（第三十五条の三第二項又は第三十五条

の三の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による資料の提出若しくは報告を

求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告を

し、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

三  第八条の二の二第三項（第八条の二の三第八項（第三十六条第一項において準用する

場合を含む。）並びに第三十六条第一項及び第五項において準用する場合を含む。）、第八
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条の三第三項、第二十一条の九第二項（第二十一条の十一第三項において準用する場合

を含む。）又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者  

四～七 （略） 

八  第八条第二項（第三十六条第一項において準用する場合を含む。）、第九条の三第一項

（同条第二項において準用する場合を含む。）、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第

十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の

十四の規定による届出を怠つた者  

九～十 （略） 

十一  第八条の二の二第一項（第三十六条第一項において準用する場合を含む。）又は第十

七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  

十二  第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特

殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者  

十三～十六 (略)  

十七  第八条の二の二第四項（第八条の二の三第八項（第三十六条第一項において準用す

る場合を含む。）並びに第三十六条第一項及び第五項において準用する場合を含む。）及び

第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者  

十八～二十二 (略) 

 

 

 


